
 

令和 2年度 Vol.4 

防災対策 情報便

 
１ 兵庫県が「感染拡大期２」に入りました。 

  県内の新規感染者が増加し、「感染拡大期」に入りました。 

兵庫県の第 2波に備えた判断基準において、8月 1日から 感染拡大期 2 となっています。 

新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、市民の皆様、事業者の皆様、一層のご理解、ご協力をお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「Don’t bring Corona！キャンペーン」を実施しました。 

  新型コロナウイルスへの感染確認が全国的にも増加しており、兵庫県においても「感染拡大期 2」に移

行しました。尼崎市においても同様に、7月 26日には市内で 1日あたりに感染確認された人数が過去

最大の 12人となりました。 

このような状況を踏まえ、新型コロナウイルスへの感染予防対策の徹底を改めて呼びかけるため、

「Don’t bring Corona！キャンペーン」として、感染防止に係る啓発チラシ付きマスクを市内主要駅

で同時に配布しました。 

 

実施日時 ： 令和 2年 7月 31日（金）7：30～8：30 

※JR立花駅のみ 16：00～17：00 

実施場所 ： 20代～40代の会社員の感染者が増加していることから、通勤ラッシュの時間帯に合わせ、 

乗降者数の多い下記の駅において実施しました。 
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（1） 阪急武庫之荘駅南側 

（2） 阪急塚口駅南側 

（3） ＪＲ尼崎駅北側 

（4） 阪神尼崎駅北側 

（5） ＪＲ立花駅南側 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「マスクポスト」に 1万 6千万枚以上の“善意のマスク”が集まりました。 

市民の皆様からマスクの寄付を募り、必要なところへおつなぎする「つなごう“善意のマスク”プロジェ

クト」の一環として、4月 27日～7月 8日まで市内 128カ所に「マスクポスト」を設置していました。 

皆様の温かいご協力により、最終的に約 1万 6千枚以上（令和 2年 7月 27日時点）の“善意のマ

スク”をご寄付いただきました。 

今回、マスクポストへの投函は、匿名でご寄付をいただくものであったことから、寄付にご協力いただ

いた方々へ広く感謝の気持ちをお伝えするため、マスクポストを設置いただいた下記の市内施設等に、

感謝状ポスターを掲示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

啓発チラシ付きマスク キ ャ ン ペ ー ン 実 施 の 様 子 



マスクポストの設置にご協力いただいた事業者等 

・ 郵便局 様 

・ 生活協同組合コープこうべ 様 

・ 株式会社ローソン 様 

・ ネッツテラス尼崎 様 

・ 尼崎商工会議所 様 

・ 園田学園女子大学 学生地域連携推進委員会 ～つなGirl～ 様 

   ご寄付頂いた“善意のマスク”は、妊婦の方々や社会福祉施設等へ約 14 万枚配布し、活用していま

す。今後も、特にマスクを必要とされる方々へおつなぎする予定です。 

 

 

４ マスク・消毒液の供給に関する協定を締結しました。 

新型コロナウイルスの感染拡大第２波に備えて、必要となる衛生用品の迅速な確保を目的として、市内

の生産事業者３社の協力を得て、自社生産のマスクや消毒液等を供給していただく防災協定を 7 月 14

日に締結しました。 

本協定の締結先は３社とも市内に本社をおいてマスク、消毒液や薬用ハンドソープを生産されている

事業者で、尼で生まれた＝尼崎市で生産された衛生用品を災害時等に提供いただきます。 

 

 

⑴ 消毒液等の供給に関する協定 

大阪油脂工業株式会社 

⑵ マスクの供給に関する協定 

株式会社ショウワ 

ユニオン工業株式会社 

 

 

 協定締結により期待される主な効果 

災害時、感染症発生時において、協定締結事業者に直接、マスクや消毒液の生産を要請できるため、

市場流通の影響を受けにくく、衛生用品の迅速な確保が期待できます。 

また、他都市で災害等により、これら衛生用品が不足し、尼崎市がこれを支援する場合にも供給が可 

能となります。 

 

 

 

 



５ 「新型コロナウイルス感染症に対応した尼崎市避難所運営マニュアル」の公表

について 

避難所での感染拡大防止を目的として、避難所のゾーニングや受付業務の流れなどの具体的な運用

手順を記した、「新型コロナウイルス感染症に対応した尼崎市避難所運営マニュアル」を作成し、市民の

皆様に周知を図るため、7月 16日に市ホームページで公表しました。 

市ホームページで公表しているマニュアルは、次のとおりです。 

【概要版】新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営マニュアル 

【本 編】新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営マニュアル(Ver.1.0) 

主な内容については、つぎの通りです。 

（1）避難所対応のフロー図 

（2）避難所のゾーニングと収容人数の考え方 

（3）避難者の受け入れ 

（4）基本的な感染症対策の徹底 

（5）体調不良者専用スペースの運営 

（6）自宅待機者専用避難所の運営 

（7）退所時の注意事項 

 

６ 災害に備えましょう 

今年も台風や大雨が発生する時期になりました。 

これらの災害に備えて、市民の皆様も改めて尼崎市防災ブックを活用して避難袋の用意や家具の固

定、避難場所の確認など、災害に備える取り組みを行っていただきますようお願いいたします。 

本市では携帯電話やパソコンのメール機能を利用して、気象警報や緊急情報などを発信する「尼崎市防

災ネット」を運用しているほか、ホームページ、ＳＮＳでも防災情報を発信しています。 

ぜひ、ご利用ください。 

尼崎市防災ブック

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/bosai_syobo/information/1002162/1018918.html 

尼崎市防災ネット 

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/bosai_syobo/joho/021hyogobonet.html 

スマホ版防災ネット 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/bosai_syobo/joho/1016433.html 

フェイスブック尼崎市防災情報 

https://www.facebook.com/amagasaki.bousai 

尼崎市公式ツイッター 

https://twitter.com/City_Amagasaki 



尼崎市ＬＩＮＥ 

アカウント名：尼崎市、ID：@amagasakicity 

災害情報電話サービス 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/bosai_syobo/joho/1021370.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 防潮扉点検操作訓練を実施しました。 

国道 2号の尼崎市と大阪市の境に架かっている左門橋について、高潮発生時など、いざという時には

閉鎖することになっています。毎年 7月の最初の土曜日から日曜日にかけての深夜に、関係機関と合同で

防潮扉の開閉操作の訓練を実施しており、今年も次のとおり実施しました。 

なお、国道 2号を通行止めにしての大掛かりな訓練は年 1回ですが、鉄扉を動かすエンジンの始動な

どの日常点検は、普段から行われています。 

 1 訓練日時  

   令和２年 7月４日(土曜日)午後 10時 30分から 7月５日（日曜日）午前 2時 30分まで 

 2 訓練の目的  

   高潮来襲等に備え、関係機関の協力の下に、防潮扉開閉に係る点検及び体制の万全と水防関係

職員の操作技術の向上を図ること。 

 3 関係機関  

   国土交通省近畿地方整備局、大阪府、大阪市、大阪府警、兵庫県、尼崎市、兵庫県警、阪神電鉄、

阪急電鉄他 

 4 通行止め等 

   国道 2号、国道 43号など公道に設置している防潮扉の操作訓練は一時通行止め。 

阪神なんば線、阪急神戸線については最終電車通過後に実施。 

 

尼崎市防災ブック 尼崎市防災ネット（アプリ版） 災害情報電話サービス 



   

訓練前の様子です 鉄扉のレールの砂を除去します 鉄扉と道路の隙間を埋めます 

   

閉鎖中① 閉鎖中② 大阪側も閉鎖しています 

 

８ ひょうご防災リーダー講座を受講される方へ（補助事業のご案内） 

  兵庫県では、地域防災の担い手である自主防災組織等のリーダーの育成を目的とした「ひょうご防災

リーダー講座」を 10月上旬から約半年間、計 12日間実施されます。 

   講座の内容は、兵庫県広域防災センターのホームページ（https://www.fire-ac-

hyogo.jp/leader/）に掲載されていますので、ご確認いただき積極的に受講していただきますようお願

いいたします。 

  また、尼崎市では、「ひょうご防災リーダー講座」の受講に必要な経費について、補助を行います。 

(1)  補助事業の対象者 

     尼崎市に在住か在勤・在学の方で、兵庫県が行う「ひょうご防災リーダー講座」を受講する方に対

し、必要な経費の一部を補助するものです。 

(2)  補助金額 

     補助する経費は、ひょうご防災リーダー講座の受講に要する費用として次に掲げるものとし、1人当 

   たり 11，000円を上限とします。 

・ 講座内において使用される教科書代 

・ 講座内において実施される日本防災士機構が認定する防災士の資格取得試験を受験した場 

      合の受験料 

・ 前号の資格取得試験に合格した場合の日本防災士機構への登録料 

 

https://www.fire-ac-hyogo.jp/leader/
https://www.fire-ac-hyogo.jp/leader/


  （３） 申し込み期限 

令和 2年 10月 30日（金曜日）まで 

(4) 申請方法 

申請書に必要事項の記入・押印の上、尼崎市役所災害対策課まで、郵送または直接持参の上、提 

    出願います。 

補助の条件、申請書の様式等は、市ホームページに掲載しています。 

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/bosai_syobo/information/1017752/

1017753.html 

 

９  今年度も気仙沼市へ職員を派遣しています。 

    本市では、東日本大震災による被害を受けた気仙沼市への復興支援のため、土地区画整理事業等

に従事する職員を派遣しています。令和 2年 7月３1日現在の派遣状況は次のとおりです。 

建設部都市計画課土地区画整理室：1名（土木職） 

ガス水道部施設整備課：1名（土木職） 

派遣期間･･･令和 2年 4月 1日～令和３年 3月 31日  

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/bosai_syobo/information/1017752/1017753.html
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/bosai_syobo/information/1017752/1017753.html

